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第７章   計画の推進 
 
 
 

１ 庁内関連部局の連携 

障がい福祉施策を総合的に推進できるよう、本計画では担当部署を明確にしています。

保健、医療、福祉のみならず、教育、防災、まちづくり等の他分野にも関わる計画とし

て位置付け、全庁的な連携のもとで積極的な事業展開を図ります。 

 

２ 関係機関との連携 

地域社会を構成する市民、ＮＰＯ、ボランティア団体、サービス提供事業者、企業、

社会福祉協議会、地域総合支援協議会、行政等がそれぞれの役割を果たすとともに、協

働の視点に立って相互に連携することにより、総合的かつ効果的な計画の推進を図りま

す。 

また、国・県・近隣市町と連携することでより効果的な事業展開を図ることができる

ものについては、関係機関との一層の連携を図り、福祉サービスの質・量の確保に努め

ます。 

 

３ 計画の進行管理 

毎年度、ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ：計画、Ｄｏ：実行、Ｃｈｅｃｋ：点検・評価、

Ａｃｔｉｏｎ：見直し）の手法に基づき、担当部署において事業の進捗状況を点検・評

価し、実効性のある進行管理を行います。また、地域総合支援協議会等の意見や市政全

般の動き、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行い、効率的で弾

力的な運用に努めます。 

なお、年度ごとの事業の進捗状況報告は、市のホームページ等を通じて公表します。 

 




